
こども家庭センターの設置・運営

から考える母子保健と児童福祉の一体的支援

藤枝市こども未来応援局
（こども家庭センター）
統括支援員 増田 治美

令和7年度母子保健指導者養成研修
こども家庭センターに関する研修



藤枝駅

静岡駅

東海道新幹線

新東名藤枝岡部 ＩＣ

富士山静岡空港まで２５分

令和7年3月31日現在
人口  139,290人
児童人口     20,267人
要保護児童数   305人
要支援児童数 106人
出生数（R6年度）699人
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藤枝市の概要
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蹴球都市ふじえだ



平成 ６年度：母子保健（福祉）担当者連絡会立上げ

一体的支援の主な取組み経過  【藤枝市】
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平成１９年度：要保護児童対策地域協議会設置

平成２3年度：健康管理システム稼働（同一システム内の情報共有）

平成２８年度：子育て世代包括支援センター設置

平成２９年度：子ども家庭総合支援拠点設置

令和  4年度：こども・若者総合サポート藤枝モデル稼働

令和  5年度：こども家庭センター設置

令和  6年度：地域子育て相談機関の設置



開設時期：令和５年４月１日

設置の概要
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施 設：本庁西館４階及び保健センター

組織体制：こども未来応援局に

こども家庭センターを設置する

※兼務命令により一体的な組織とする
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部長級：センター長

係長級：統括支援員



こども家庭センター（えだっこサポ）

児童福祉機能

市庁舎西館4階

母子保健機能

保健センター

車で６分
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組織見直しで工夫した点

（保健 福祉）

★母子保健係職員はこども課（児童福祉部局）の

兼務とする ☚兼務辞令

★児童福祉部局全課をセンターとし、国が示す業

務（地域子育て相談機関の整備、地域資源の開

拓等）すべて担う組織とする

★統括支援員（課付係長）は専従とする
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こども家庭センターの市民周知



一体的支援の主な取組み

（保健 福祉）

①情報共有・支援方針の検討

②主担当課の見える化

③同一システム内の情報共有

④地域子育て相談機関の整備

⑤人材育成

⑥子ども・若者総合サポート会議 ☚ （教育部とも連携〉
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【取組み①】

情報共有・支援方針の検討（保健 福祉）
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❖支援方針の検討

〇統括支援員 保健師、助産師（母子保健）【週１～２回】

❖合同ケース会議

⑴こども家庭支援員等（児童福祉） 保健師等（母子保健）

【週１回】

   ⑵（児童福祉）こども家庭支援員、養育支援訪問支援員、

育児サポーター、地域子育て相談機関

（母子保健）保健師、助産師、公認心理師 【月１回】



合同ケース会議

合同ケース会議⑴ 【週1回】
（児童福祉）子ども家庭支援員等

（母子保健）保健師等

合同ケース会議⑵ 【月1回】
（児童福祉）子ども家庭支援員、養育支援訪問員

育児サポーター、地域子育て相談機関
（母子保健）保健師、助産師、公認心理師
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【取組み②】

主担当課の見える化（保健 福祉）



14

【取組み③】
  同一システム内の情報共有（保健 福祉）

母子保健と児童福祉が同一システム内で支援

内容を共有し、迅速かつ適切な支援に活用

（健診・相談・訪問等の入力・照会）



15

【健康管理システム】

それぞれの課が入力した
訪問相談の記録が、
ひとつの画面に表示

それぞれの課が入力した
訪問相談の記録を、
帳票でプリントアウトできる



【取組み④】

地域子育て相談機関の整備（保健 福祉）
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❖設置施設：地域子育て支援センター（公設）７か所

連携

❖えだっこルーム（出張健康相談）
保健センター保健師等が地域子育て相談機関に出向き
（月１回）乳幼児健康相談を実施



地域子育て相談機関マップ

【令和６年４月開設】
（直営）地域子育て支援センター

（市内７か所）

（民営）地域子育て支援センター
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【取組み⑤】

    人 材 育 成（保健 福祉）
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❖保健師、公認心理師等のジョブローテーション
（保健 福祉）

人事異動による母子保健と児童福祉の経験

❖合同学習会 
（児童福祉）こども家庭支援員、養育支援訪問支援員、

育児サポーター、地域子育て支援センター
（母子保健）保健師、助産師、公認心理師

【年１回】
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【取組み⑥】
子ども・若者総合サポート会議☚ （教育部とも連携〉

児童福祉法に基づく要保護児童対策地域協議会と

子ども・若者育成支援推進法に基づく

子ども・若者支援地域協議会を一体化

年齢や制度の壁を取り除き、妊娠期から若者までの

 一体的な伴走型支援体制を強化
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【市役所西館 ４階フロア】

こども課 こども発達支援課 こども・若者
支援課

通 路

生涯学習課 学校給食課 教育政策課

こども家庭センター（こども未来応援局）

階段

エレベーター

保
健
セ
ン
タ
❘

教 育 部

車で６分

教育部局と連携しやすい環境（同一フロア）



母子保健と児童福祉による一体的支援の

体制は整いつつある…

あとは…
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より良い協働のために大切にしていること

  ★お互いに最大限できることを考え協働する

（役割カラーをグラデーションする）

 ★共同でアセスメントして一緒に動く

 ★母子保健と児童福祉の間で引継ぎを丁寧に行う

 ★相互の人事交流を進める

（顔が見える良好な関係性を保つ）
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ご清聴ありがとうございました
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すべてのこども・若者が尊重され、自分らしく
幸せに生活できる『こどもにやさしいまち』藤枝
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